
関西大学高等教育研究 投稿規程 

 

関西大学教育開発支援センターでは、教育開発支援センター規程第 2 条第 10 項の規定に基づき、

大学教育に関する情報の発信を目的として『関西大学高等教育研究』を年 1回発行する。本規程では

『関西大学高等教育研究』を編集・発行するために必要な事項を規定する。 

 

１ 名称 

   『関西大学高等教育研究』 

 

２ 編集委員会 

   『関西大学高等教育研究』の編集・発行にあたって、編集委員会を設ける。編集委員は、教育

開発支援センター長、教育開発支援センター専門委員、教育開発支援センター長が必要と認めた

者で構成する。編集委員会は、『関西大学高等教育研究』に掲載される原稿の編集及び『関西大学

高等教育研究』の発行にあたる。 

編集委員会の役割は次のとおりとする。 

・査読は行わず、目的に照らし合わせて掲載の可否を判断する 

・執筆者が編集委員会からの求めに応じない場合、掲載不可とする 

・掲載可能となった原稿について、執筆者との協議を経て修正を求める 

・提出された原稿と「紀要『関西大学高等教育研究』投稿に係るチェックリスト」に不整合が

ある場合、掲載不可とする 

 

３ 投稿資格 

   関西大学教育職員、事務職員および関西大学大学院生 

その他、編集委員会が適当と認めた者も投稿できるが上記の者を優先して掲載する。 

 

４ 刊行期日 

   毎年 3月末日 

 

５ 掲載原稿の種類 

掲載原稿の種類は、「論文」・「研究ノート」・「その他」とする。掲載内容は、いずれも高等教 

育を題材としたものとする。また、未発表のものに限る（ただし、口頭発表及びその配付資 

料はこの限りでない）。 

投稿する場合、「論文」・「研究ノート」・「その他」のうち、希望するいずれかの区分を明記する。

ただし、掲載にあたって、編集委員会は執筆者との協議を通じ区分の変更を求める場合がある。 

 論文：高等教育研究に貢献できる問題提起と意義があり、この分野に関心を持つ教員や読者に

とって価値と有効性があるもの。実践研究・事例研究を含む。 

 研究ノート：高等教育に関する研究成果をまとめたもの。独創的な内容や新しい知見の含まれ

ることを尊重し、一般に論文に求められる包括性・体系性・完結性は必ずしも満たさなくても

よい。 

 その他：高等教育に関連した著書、文献、資料に関する紹介・評論を内容としたもの。 

 

６ 執筆要領 

別途定める。 

 

７ 研究倫理 

   「人を対象とする研究」に関する原稿（「論文」・「研究ノート」・「その他」）を執筆する場合は、



「関西大学における人を対象とする研究に関する倫理規程」を適用し、「研究者の責務」を遵守する

ものとする。 

 

８ 著作権 

   本紀要に投稿された論文等の著作権は、関西大学教育開発支援センターが保有する。 

 

９ Web上への公開 

   教育開発支援センターのホームページ及び関西大学学術リポジトリにおいて原則公開する。 

 

附則 

この規程（改正）は 2023年 10月 25日から施行する。 


